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備 考

□
□ ※1 詳細は下記参照、既に元の単位会で提出済みの方は不要

□ 写真は貼付しない
□ 行政書士事務所形態申告書 1通
□ 事務所の使用権に関する書面 ※2 法務局発行の原本 書類完備の状態で3か月以内

□ 建物の登記事項証明書 1通 ※2   建物が未登記：家屋評価証明書 原本
自 己 所 有 □ 使用承諾書（必要な場合） ※3   新築の為評価証明書もない：建築確認通知書もしくは建築検査済証コピー

親 族 所 有 □ 使用承諾書 1通 ※3, ※4 ※3 集合住宅の場合は、管理組合等からの使用承諾書
※4 名義人(共有者全員)からの使用承諾書

自 己 賃 貸 □ 賃貸借契約書コピー 1通
□ 使用承諾書 1通 賃貸借契約書に行政書士としての使用権限が明示されていない場合、

所有者が複数名の場合、所有者と賃貸人が一致していない場合
転  貸  借 □ 賃貸借契約書コピー 1通 所有者と賃借人間の契約書

□ 転貸借契約書コピー 賃借人と転貸借人間の契約書

もしくは使用承諾書  1通

□ 使用承諾書 1通
所有者からの、転貸借人が使用することについての承諾書

行政書士としての使用権限が明示されていない場合、

所有者が複数名の場合、所有者と賃貸人が一致していない場合
□ 事務所所在地が登記事項証明書の表記と異なる場合のみ

共同事務所または合同事務所の形態をとる場合のみ
(共同相手から届出書、誓約書、事務所詳細図及び事務所写真の提出が必要)

□
□ 外部写真①建物外観 ②事務所入口及び表札

内部写真③執務机 ④事務所内部
□ 顔写真(カラー) 4枚 縦3cm×横2.5cm、撮影日より3か月以内、裏面に氏名を記入
□ 変更登録完了後新しいものと交換

振込先
□ 5,000円 振込先：ゆうちょ銀行
□ 250,000円 口座名：愛知県行政書士会
□ 36,000円（半期分/月額6,000円） （ゆうちょ銀行間）口座番号：00840-6-2526

（他行からゆうちょ銀行）店名：〇八九  当座：0002526

入会月に関してご案内いたしますので、
事前に事務局（052-931-4068）までお電話ください。
手数料等は申請書送付と同時にお振込みください。

　　　　　  ・個人番号が記載されている住民票の写し

　　　　  　・個人番号が記載されている個人番号通知カードの写し（記載事項に変更が無い場合）

　　　　　  ・本人確認のできる運転免許証（運転経歴証明書）

　　　　  　・住民基本台帳カード（写真付きのもの）

　　　　　  ・在留カード

　　　　　  ・特別永住者証明書

　　　　・中身が透けない素材の定型郵便（⾧３）以上の大きさの封筒に「愛知会」及び「申請者氏名」を記載の上、

　　　　   上記写しを封入し、提出すること。

 

　             ※特定個人情報以外のものは封入禁止とします。

　      　　　 特定個人情報以外のものが封入されていた場合は、使用後に特定個人情報を廃棄するタイミングにて

  　　           原則全て廃棄されます。（返却不可）

申立書 1通

□
共同合同事務所届出書 2通及び

誓約書(他の士業者と同一場所に事務所を設ける場合) 1通
行政書士事務所詳細図 2通
事務所写真(カラー) 各２通

行政書士証票 1枚

手数料等
手数料
入会金
会費

※1 マイナンバーの取扱いについて
【提出書類】

　　□　マイナンバーカードの写し（表・裏両方必要）　　１通

　　　　・マイナンバーカードの写しに代え、下記Ａ，Ｂより各一通ずつの提出も可。

単位会変更登録関係各種申請事項一覧表

提 出 書 類 等

行政書士変更登録申請書 (様式第17号) 2通

履歴書 2通
マイナンバーカードの写し(表・裏) 2通  ※1

会費は入会月によって異なります。

4月・ 10月 36,000円

5月・ 11月 30,000円

6月・ 12月 24,000円

7月・ 1月 18,000円

8月・ 2月 12,000円

※単位会変更申請を提出される場合、

マイナンバーカードの写し（表・裏）の

提出が必須となります（下記参照）

A

B















〔 書式１〕

履 歴 書
ふりがな

本人写真

貼付位置

タテ ヨコ
3cm × 2.5cm

【 提出の日前3か月以内】

氏 名

注） 楷書体でくずさずに正確に書く こと。

大正
昭和 年 月 日生 （ ） 歳
平成

男 ・ 女

現住所

注） 都道府県名から書くこと。

学 歴 ・ 職 歴

注）学校教育法及び教育基本法に定める義務教育修了以降現在まで、無職や休職の期間も記載し、現在の状況まで明確になるよう中
断なく記載すること。

年 月 官公署、会社、団体等 所 在 地
（ 都道府県・市区町村名）~ 年 月 主な職務内容

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~



~

~

~

~

~

行政書士事務所

所在地

市区町村名のみ 〔 事務所から自宅までの所要時間（ 利用交通手段は不問) 約 分〕

形 態
1. 自宅兼事務所 2. 自宅以外の独立事務所 3. 共同・ 合同事務所 4. 法人内事務所

…注） 共同事務所 行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合
…合同事務所 行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合

使用権 1. 自己所有 2. 親族所有 3. 賃貸借契約 4. 使用貸借契約

行政書士業務の遂行について

行政書士法第6条の2第2項第1号には該当せず、行政書士の業務を行うことに支障ありません。

上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日

氏 名 印

注） 提出日を記入し、自筆署名のうえ、申請書と同一の印を押すこと。

※申請書類に重大な偽りの記載をした場合は、登録を取り消されることがある

ので注意すること。

（ 行政書士会）

受 付 欄



〔 書式１〕

履 歴 書
ふりがな

本人写真

貼付位置

タテ ヨコ
3cm × 2.5cm

【 提出の日前3か月以内】

氏 名

注） 楷書体でくずさずに正確に書く こと。

大正
昭和 年 月 日生 （ ） 歳
平成

男 ・ 女

現住所

注） 都道府県名から書くこと。

学 歴 ・ 職 歴

注）学校教育法及び教育基本法に定める義務教育修了以降現在まで、無職や休職の期間も記載し、現在の状況まで明確になるよう中
断なく記載すること。

年 月 官公署、会社、団体等 所 在 地
（ 都道府県・市区町村名）~ 年 月 主な職務内容

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~



~

~

~

~

~

行政書士事務所

所在地

市区町村名のみ 〔 事務所から自宅までの所要時間（ 利用交通手段は不問) 約 分〕

形 態
1. 自宅兼事務所 2. 自宅以外の独立事務所 3. 共同・ 合同事務所 4. 法人内事務所

…注） 共同事務所 行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合
…合同事務所 行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合

使用権 1. 自己所有 2. 親族所有 3. 賃貸借契約 4. 使用貸借契約

行政書士業務の遂行について

行政書士法第6条の2第2項第1号には該当せず、行政書士の業務を行うことに支障ありません。

上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日

氏 名 印

注） 提出日を記入し、自筆署名のうえ、申請書と同一の印を押すこと。

※申請書類に重大な偽りの記載をした場合は、登録を取り消されることがある

ので注意すること。

（ 行政書士会）

受 付 欄







　　　注、１)　案内図は公共交通機関から分かるように記載すること。

　　　　　３)　事務所部分の大きさをｍで記入すること。

　　　　　４)　共同合同事務所等の場合は共同者合同者の位置を記入し、行政書士事務所の

 　　　　　　　位置を朱書きすること。

行 政 書 士 事 務 所 詳 細 図

案
　
　
　
内
　
　
　
図

事
　
務
　
所
　
平
　
面
　
図

　　　　　　　 自宅兼事務所の場合は玄関と事務所の位置関係がわかるように記載すること。

　　　　　２)　事務所がビル等のときは、平面図の左上にビル名及び階数を記入すること。



　　　注、１)　案内図は公共交通機関から分かるように記載すること。

　　　　　３)　事務所部分の大きさをｍで記入すること。

　　　　　４)　共同合同事務所等の場合は共同者合同者の位置を記入し、行政書士事務所の

 　　　　　　　位置を朱書きすること。

行 政 書 士 事 務 所 詳 細 図
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図

　　　　　　　 自宅兼事務所の場合は玄関と事務所の位置関係がわかるように記載すること。

　　　　　２)　事務所がビル等のときは、平面図の左上にビル名及び階数を記入すること。



必須撮影箇所 ：建物外観(写真①)
：事務所入口(扉全体と表札箇所、写真②)

事　 務　 所　 写　 真　(　外　部　)

令和　　年　　月　　日　撮影



必須撮影箇所 ：建物外観(写真①)
：事務所入口(扉全体と表札箇所、写真②)

事　 務　 所　 写　 真　(　外　部　)

令和　　年　　月　　日　撮影



必須撮影箇所 ：執務机(写真③)
：入口から事務所内部全体(写真④)

[追加撮影が必要な場合]
：
：
：
：

※全体が分かるようさまざまな角度から撮影する

事　 務　 所　 写　 真　(　内　部　)

令和　　年　　月　　日　撮影

申請者以外の士業者の執務机の写真
法人等の事務所との区画が判別可能な写真(扉・壁)

居住部分との区画が判別可能な写真(扉・壁)

撮影方向等を変えて複数枚事務所内部全体が写らない
共 同 ・ 合 同 事 務 所 
法人等が同一室内に所在
自  宅  兼  事  務  所



必須撮影箇所 ：執務机(写真③)
：入口から事務所内部全体(写真④)

[追加撮影が必要な場合]
：
：
：
：

※全体が分かるようさまざまな角度から撮影する

事　 務　 所　 写　 真　(　内　部　)

令和　　年　　月　　日　撮影

申請者以外の士業者の執務机の写真
法人等の事務所との区画が判別可能な写真(扉・壁)

居住部分との区画が判別可能な写真(扉・壁)

撮影方向等を変えて複数枚事務所内部全体が写らない
共 同 ・ 合 同 事 務 所 
法人等が同一室内に所在
自  宅  兼  事  務  所



〔 書式７〕

令和 年 月 日

日本行政書士会連合会

会 長 殿

登録申請者

住 所

事務所

所在地

事務所電話番号

氏 名 ○印

事務所届出

下記のとおり共同・ 合同事務所を設置いたしますので届出します。

記

1 事務所所在地

2 事務所設置者名

資 格 氏 名 職印 備 考

※職印を調製していない場合は認印を押印すること

※法人との合同事務所の場合は、法人印（ 法人代表者印可） を押印すること

3 事務所諸経費の分担方法

以上

共 同

合 同

職印



〔 書式７〕

令和 年 月 日

日本行政書士会連合会

会 長 殿

登録申請者

住 所

事務所

所在地

事務所電話番号

氏 名 ○印

事務所届出

下記のとおり共同・ 合同事務所を設置いたしますので届出します。

記

1 事務所所在地

2 事務所設置者名

資 格 氏 名 職印 備 考

※職印を調製していない場合は認印を押印すること

※法人との合同事務所の場合は、法人印（ 法人代表者印可） を押印すること

3 事務所諸経費の分担方法

以上

共 同

合 同

職印



様式 ［他の士業者と同一場所に事務所を設ける場合（個人開業）］ 

 

誓  約  書 

 

愛知県行政書士会 会長 殿 
 

申請者                 

住 所                 

氏 名              職印 

 

今回、他の士業者（行政書士を含む）と同一の場所に事務所を設置しますが、

個人事務所であることを認識し、行政書士の身分で、他の士業者（行政書士を含

む）に雇用されたり名義を貸したりせず、下記条項を遵守いたします。 
 違背した場合には厳正なる処分を受けても異議はなく、また調査のため必要

がある場合には資料を提出することを誓約いたします。 

 
記 

 

１ 表札は不特定多数の人が確認できる場所に掲示します。 

 
２ 同一場所に事務所を設置する他の士業者からも業務内容を守秘します。 

 
３ 業務の受託及び報酬の収受は、依頼者と直接行います。 

 
４ 業務の報酬は自己の収入とし、所得税の確定申告を行います。 

 
５ 取扱業務についての帳簿を備えつけ、記載・管理いたします。 

 
以 上 

 

 

 

 

R7.2.17 改 



様式 ［他の士業者と同一場所に事務所を設ける場合（行政書士法人）］ 

 

誓  約  書 

 

愛知県行政書士会 会長 殿 
 

申請者                 

住 所                 

氏 名              職印 

 

今回、他の士業者（行政書士を含む）と同一の場所に事務所を設置しますが、

行政書士法人の社員であることを認識し、行政書士の身分で、他の士業者（行政

書士を含む）に雇用されたり名義を貸したりせず、下記条項を遵守いたします。 
 違背した場合には厳正なる処分を受けても異議はなく、また調査のため必要

がある場合には資料を提出することを誓約いたします。 

 
記 

 

１ 表札は不特定多数の人が確認できる場所に掲示します。 

 
２ 同一場所に事務所を設置する他の士業者からも業務内容を守秘します。 

 
３ 業務の受託及び報酬の収受は、依頼者と直接行います。 

 
４ 業務の報酬は行政書士法人の収入とし、法人税の確定申告を行います。 

 
５ 取扱業務についての帳簿を備えつけ、記載・管理いたします。 

 
以 上 

 

 

 

 

R7.2.17 改 



様式 ［法人等の事務所内に事務所を設ける場合（個人開業）］ 

 

誓  約  書 

 

愛知県行政書士会 会長 殿 
 

申請者                 

住 所                 

氏 名              職印 

 

今回、「                             」の

事務所内に設置しますが、行政書士の身分で、雇用されたり名義を貸したりせず、

下記条項を遵守いたします。 
 違背した場合には厳正なる処分を受けても異議はなく、また調査のため必要

がある場合には資料を提出することを誓約いたします。 

 
記 

 

１ 事務所の入口は専用とし、表札は不特定多数の人が確認できる場所に掲示

します。 

 
２ 事務所は独立したものとし、業務内容が守秘できる構造といたします。 

 
３ 業務の受託及び報酬の収受は、依頼者と直接行います。 

 
４ 業務の報酬は自己の収入とし、所得税の確定申告を行います。 

 
５ 取扱業務についての帳簿を備えつけ、記載・管理いたします。 

 
以 上 

 

 

 

R7.2.17 



様式 ［法人等の事務所内に事務所を設ける場合（行政書士法人）］ 

 

誓  約  書 

 

愛知県行政書士会 会長 殿 
 

申請者                 

住 所                 

氏 名              職印 

 

今回、「                             」の

事務所内に設置しますが、行政書士の身分で、雇用されたり名義を貸したりせず、

下記条項を遵守いたします。 
 違背した場合には厳正なる処分を受けても異議はなく、また調査のため必要

がある場合には資料を提出することを誓約いたします。 

 
記 

 

１ 事務所の入口は専用とし、表札は不特定多数の人が確認できる場所に掲示

します。 

 
２ 事務所は独立したものとし、業務内容が守秘できる構造といたします。 

 
３ 業務の受託及び報酬の収受は、依頼者と直接行います。 

 
４ 業務の報酬は行政書士法人の収入とし、法人税の確定申告を行います。 

 
５ 取扱業務についての帳簿を備えつけ、記載・管理いたします。 

 
以 上 

 

 

 

R7.2.17 



 

 

     

 

  

 

 

  

 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

   

   

 


